
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年４月３日、消費者安全法に基づく 

「石狩市消費生活ｾﾝﾀｰ」がオープンしました！ 

「こまったな…」と思ったら、相談してください！ 

（平日 午前１０時～午後４時） 

石狩市花川北６条１丁目３０番地２ 石狩市役所１階  

※土日･祝日の電話相談は、消費者ホットライン      へ 

 

 

 テーマ ： 「スマホやケータイの賢い使い方と危ない使い方」 

講師 原 琢磨さん（弁護士・札幌学院大学非常勤講師・ホクネット検討委員） 

日 時 ： ５月３１日（水）１３：３０～１５：３０ 

場 所 ： りんくる３階 視聴覚室    対 象 ： どなたでも参加できます 

定 員 ： ３０名            参加費 ： 無料 

※講演会の申し込みは石狩市 広聴･市民生活課まで（TEL72-3191、FAX72-3199）応募締切５月２４日（水） 

講演会 

専門の資格を有する相談員等が 

消費生活に関する苦情や相談を 

面談または電話でうかがいます。 

お気軽にご相談ください！ 
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